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１ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）とは 

 仕事などで昼間に保護者が家にいない小学校に通うお子さんに対し、授業終

了後に児童館を利用して遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図るこ

とを目的としています。 

２ 対 象 児 童 

 保護者が就労等により昼間に家にいない町内の小学校に就学している１年生

から６年生の児童。 

  ※就労のほか、保護者の疾病や介護により、児童を養育できない家庭も含み

ます。 

３ 実 施 日 時 

平日（登校日） 下校時～午後６時 

土曜日 午前８時４５分～午後５時30分 

学校休業日・休校日 午前８時４５分～午後６時 

    ※学校休業日：長期休暇（春・夏・冬休み） 

    ※休校日：開校記念日・振替休校など特別な休みの日 

    ※保護者の就労の都合などで、必要と認めたときは８時から利用できます。 

    ※大雨、大雪などの自然災害や感染症等で学校が臨時休校になった場合

は、児童館は学校と同じく臨時休館となります。 

      (1) 日曜日 

      (2) 祝日 

      (3) 年末年始（12月 29日から翌年１月３日） 

児童館の休業日
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４ 申 込 手 続 

 ○申込書類一覧表 

入  会  時 

共通書類 児童クラブ入会申請書 １枚できょうだい３人ま

で申請できます。 

個人調書 入会を希望する児童１

人につき 1 枚ずつ必要

です。 

入会理由による 

添付書類 

就労証明書 職場から証明を受けてく

ださい。(自営業の方は、

代表者が記入し、提出し

てください。) 

退  会  時 

児童クラブ退会届 再度入会が必要になったときは、再度利用申請を

することができます。 

そ  の  他 

勤務先、勤務時間等

の変更 

就労証明書 

職場から証明を受けてく

ださい。(自営業の方は、

代表者が記入し、提出し

てください。) 

  ※入会理由は、原則保護者の就労としていますが、児童館への入会を希望し

ていて、児童が帰宅した際に、ご家庭に保護者がいない状態が長期的に続

く要件があれば、事前に表紙に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。 
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５ 令和８年度入会申請書の提出期間など 

  (1) 4 月１日（年度初日）に入会を希望される方 

    申込期間  令和８年１月15日（木）～令和８年２月1０日(火) 

              令和８年 1 月 22 日（木）、27 日（火）、2 月５日（木）、10 日

（火）は、午後８時まで夜間受付窓口を設けます。 

申込場所  保健福祉総合センターあみか21内 子育て施策推進係 

    そ の 他  申込結果については、３月上旬から中旬にかけて文書でお知ら

せします。 

  (2) 年度途中の入会を希望される方 

入会希望日の 1 週間前までに入会の申込みに必要な書類を提出してくだ

さい。 

    申込場所  保健福祉総合センターあみか21内 子育て施策推進係 

６ 持 ち 物 

  (1) 児童館に置いておく物  

・上靴 

・道具箱 自由帳、鉛筆、色鉛筆、消しゴム、スティックのり 

  はさみ、セロテープ 

・着替え 服、ズボン、下着、靴下など 

※持ち物には、全て名前をつけてください。 

  着替えには、名前をつけて袋に入れてください。 

  （２） 登館時に持ってくる物 

・連絡帳 児童館とご家庭の連絡に使います。ノートについてはどの

ようなものでも構いません。継続して入会しているご家庭

は、昨年度以前に使用していたノートでも問題ありません。 

 ・お弁当、水筒（必要に応じて）  ※土曜日など学校がない日のみ 

７ 利 用 料 
 児童クラブの入会料・指導料は無料です。 

 児童クラブ父母会費は負担が必要になります。 
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８ 一 日 の 流 れ 

登  校  日 土曜日、長期休暇期間 

～登校後～   

15：00 自由活動 8：00 開館 

 クラブ活動 など  9：00 勉強時間 

17：00 帰宅準備、図書室で 10：00 自由活動 

 宿題・読書など 12：00 昼食（食後は読書など） 

  13：00 自由時間 

  ～ 一般利用の受入開始 ～ 

  15：30 集団活動 

  16：00 帰宅準備、図書室で 

   宿題・読書など 

備考 

・自由活動    戸外活動：缶蹴り、かくれんぼ、散歩、雪遊び、ボール遊びなど 

             室内活動：将棋、オセロ、トランプ、百人一首、ブロックなど 

・クラブ活動   一輪車クラブ、バトンクラブ 

・集団活動    ゲーム遊びやドッチボールなど

-4-



９ 一年の行事予定一覧表 

友遊児童館 子夢希児童館 

４月 児童クラブ入会式 

新 1年生おめでとう会 

児童クラブ入会式 

ウキウキおめでとう会！ 

５月 施設見学 

（Ｌｅｔ‘ｓ Ｇｏ ネイパル） 

ウキウキ散歩 

（子野日公園） 

６月 わくわく遠足  

７月 わくわくバス遠足 ウキウキ見学（海事記念館） 

８月 夏の工作会 

わくわく遠足（汽車かバス） 

９月 太田芋掘り（バス） ウキウキバス見学 

10月 わくわく遠足（コンキリエ） 

ハロウィン 

ウキウキバス見学 

11月 友遊フェスティバル ウキウキスポーツ 

（ネイパル厚岸） 

クラブ発表会 

12月 クリスマスゲーム大会 技発表会 

クリスマスゲーム大会 

１月 冬の工作会 ウキウキ工作会 

２月 冬のゲーム大会 ウキウキ冬フェス 

３月 お楽しみ会 

お別れ会 

クラブ発表会 

お別れ会 

備考 ○各児童館、避難訓練を毎年2回行いっています。 

※行事は予定であり、都合により 

中止になる場合があります。 
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10 申請書などの記載例 

 (1) 入会申請書の記入例 

≪ 記入例 ≫ 
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 (2) 個人調書の記入例 
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1１ そ の 他 

 (１) 習い事について 

   (ｱ) 習い事のために児童クラブを一時的に抜けることは原則できません。 

   (ｲ) 習い事の時間を、児童クラブの時間と合わないように調整してください。 

   (ｳ) 児童クラブから習い事に行く場合は、習い事が終わったら自宅に帰るよ

うに時間を調整してください。 

   ※ やむを得ない事情がある場合は、児童館の職員にご相談ください。 

 (２) 登館・下館時について 

   (ｱ) 学校が終わったら、寄り道をしないで児童館（児童クラブ）に行くように、

ご家庭で話してください。 

   (ｲ) 学校から児童館に行くときは、事故などの防止のため、友達同士で一緒

に登館し、必ず信号のある横断歩道を渡るようにご家庭で話してくださ

い。 

   (ｳ) 雨天の時は、雨傘は前が見えにくく交通事故の心配もありますので、カ

ッパの着用をお勧めします。 

   (ｴ) 冬季間で帰り道が暗い場合は、必要に応じて懐中電灯を持たせてくだ

さい。 

   (ｵ) インフルエンザ等で、学校閉鎖・学年閉鎖の場合は、原則として登館で

きません。 

 (３) 連絡について 

   (ｱ) 児童館から、保護者に緊急に連絡をする場合があります。 

       通常の連絡先（自宅、職場）を不在にする日は、必ず連絡帳に行先（連

絡先）を記入して児童に持たせるか、電話で連絡してください。 

   (ｲ) 児童の欠席や時間変更（早退など）がある時、また、感染症などに罹っ

た場合は、必ず児童館へ連絡をしてください。 
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 (4) けがをしてしまった場合 

   児童館を利用するお子さんの安全については、十分に注意していきますが、

万が一の事故に備えて、児童館を利用する全児童を対象に共済制度（保険）

に加入しています。 

   ○ 児童安全共済制度 

    ⇒児童館の敷地内または児童館の指導の下での館外活動中に急激かつ

偶然な外来の事故によりけがをしてしまった場合に、給付金が支払われ

ます。 

通院1日につき ５００円 

入院1日につき ７５０円 

   ※被保険者の故意（児童の喧嘩等）、闘争行為、地震、津波、疾病など支給

されない場合もあります。 

   ※給付金の手続きは児童館でします。児童安全共済制度をご利用の際は、

職員にお申し出ください。 

 (5) 一般来館児童の利用について 

   児童クラブ登録児童で、自宅にカバンを置いてから遊びにくる場合、一般利

用となります。児童館の玄関に置いてある用紙に名前を記入し、利用してくだ

さい。 

   ※学校の帰宅時間に合わせて帰ることになります。 

   ※学校休校日（土曜日、長期休業など）の午後からの利用も、一般利用とな

ります。 
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 (6) 児童館を利用する時の注意事項 

   (ｱ) 児童館には、子ども達が自由に使って遊ぶことができるパソコンなどの

物品があります。自由の中にも決まり事があり、守らなければすぐに壊れ

てしまいます。十分に気をつけながら使用してもらいますが、ルールを守ら

ずに壊してしまった場合は、個人で補修費用を負担してもらう場合があり

ます。 

   (ｲ) 新一年生は、入学式から何日間か給食がありませんので、お弁当を持

たせてください。 

   (ｳ) 児童クラブの運営を健全に行うために、児童クラブ父母会があります。

新入会時に懇談会を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。 

 (7) 災害時における緊急避難場所について

津波・大津波警報発令の場合 次ページの表のとおり避難しま
す。 
警報が解除されたときや、注意
報に変わったときは、児童館で
待機します。 

津波注意報の場合 
児童館内で待機しています。 
警報が発令されたときは、避難
場所に向かいます。 
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避 難 場 所 一 覧

 （ 友遊児童館 ） 

活動場所 避難場所 

児童館内  

味覚ターミナルコンキリエ 情報館 

味覚ターミナルコンキリエ 

港町１号公園 

港町２号公園 厚岸町防災交流センター 

海事記念館 

真龍神社 真龍神社境内 

住の江丘陵公園 住の江丘陵公園 

若竹公園 御供山展望台 

 （ 子夢希児童館 ） 

活動場所 避難場所 

児童館内  

桜通り頂上横高台 梅香公園・老いの山 

（児童館周辺） 

御供山展望台、御供山 御供山展望台 

若竹の海、若竹公園 

国泰寺、湾月公園 厚岸神社境内 

情報館、友遊児童館 

味覚ターミナルコンキリエ 

味覚ターミナルコンキリエ 

役場町民広場、海事記念館 厚岸町防災交流センター 
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